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平成２８年第４回定例会

歌 志 内 市 議 会 会 議 録

第３日目（平成２８年１２月１５日）

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

（午前 ９時５４分 開議）

開 議 宣 告

○議長（川野敏夫君） おはようございま

す。

ただいま出席している議員は８名でありま

す。定足数を満たしておりますので、これよ

り本日の会議を開きます。

会議録署名議員の指名

○議長（川野敏夫君） 日程第１ 会議録署

名議員の指名を行います。

会議規則第８４条の規定により、会議録署

名議員に、１番湯浅礼子さん、６番本田加津

子さんを指名いたします。

諸 般 報 告

○議長（川野敏夫君） 日程第２ 諸般報告

であります。

事務局長に報告させます。

中嶋議会事務局長。

○議会事務局長（中嶋孝君） 報告いたしま

す。

本日付議されます議案は、湯浅議員外から

の意見書案９件であります。

また、本日の議事日程については、別紙配

付してあります議事日程表のとおりでありま

す。

次に、議員の出欠席の状況でありますが、

本日は全員の出席であります。

以上で、報告を終わります。

○議長（川野敏夫君） 特段の発言はありま

すか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（川野敏夫君） ないようですので、

諸般報告を終わります。

一 般 質 問

○議長（川野敏夫君） 日程第３ 昨日に引

き続き一般質問を行います。

順次、発言を許します。

質問順序５、議席番号６番本田加津子さ

ん。

一つ、高齢者に優しいまちづくりについ

て。

一つ、運転免許証自主返納制度に対する支

援について。

以上、２件について。

本田加津子さん。

○６番（本田加津子君） おはようございま

す。

通告に従いまして２件質問させていただき

ます。

件名１、高齢者に優しいまちづくりについ

て。

歌志内市では、さまざまな高齢者福祉サー

ビスを実施しており、サービスを利用してい

る高齢者も多いと思います。

そこでお伺いいたします。

①食の自立支援事業についての利用状況に

ついてお伺いいたします。

②緊急通報電話設置サービスの設置件数を

お伺いいたします。

③外出支援サービス利用状況についてお伺
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いいたします。

④買い物支援については、今後どのような

支援を実施するお考えかお伺いいたします。

⑤公共交通手段を利用して、市外へ移動し

ている高齢者の中には、現在中央バスが焼山

線の運行を休止していることで、かなり不便

な状況にあります。

そこで、移動手段について早急に対策を講

じる必要があると思いますが、どのようにお

考えかお伺いいたします。

件名２、運転免許証自主返納制度に対する

支援について。

高齢者の運転による悲惨な交通事故の

ニュースを最近多く見かけます。

歌志内市では、通院や買い物などで市外へ

出なければならないことが日常となってお

り、自家用車の利用は生活の一部となってお

ります。

加齢に伴う身体能力の低下や、運転に不安

を感じるようになってきた高齢者に対し、運

転免許証の自主返納制度が平成１０年より制

度化されました。そこでお伺いいたします。

多くの自治体では、免許証の自主返納制度

を利用して運転免許証を返納した高齢者に対

し移動手段などさまざまな支援に取り組まれ

ております。

歌志内市としても、移動手段などさまざま

な支援が必要と考えますが、いかがお考えか

お伺いいたします。

以上です。

○議長（川野敏夫君） 理事者答弁、佐藤保

健福祉課長。

○保健福祉課長（佐藤守君） 私から、件名

１、高齢者に優しいまちづくりについての①

から④までにつきまして御答弁申し上げま

す。

初めに、①の食の自立支援事業についての

利用状況についてでございます。

食の自立支援事業は６５歳以上のひとり暮

らし及び高齢者世帯で、身体の虚弱等により

日常の調理が困難な方を対象に、食生活の改

善と安否確認を主な目的として行っており、

１０月末現在３３名の方が利用しておりま

す。

②の緊急通報電話設置サービスの設置件数

でございます。

緊急通報装置は、ひとり暮らしの高齢者宅

に設置し、急病その他の緊急時における救護

体制をとることによって、生活不安の解消及

び人命の安全性確保を目的に実施しており、

１２月１日現在の設置状況につきましては、

シルバーハウジング及び一般住宅の合わせて

５２台を設置しております。

③の外出支援サービスの利用状況について

でございます。

外出支援サービス事業は、おおむね６５歳

以上の方で構成される世帯に属する要介護３

から５の認定を受けている方、もしくはその

状態に該当する一般の交通機関を利用するこ

とが困難な方に対し、年間１万円を上限とし

てタクシー券を交付しており、１１月末現在

の申請者は６５名となっております。

④の買い物支援についての今後の、どのよ

うな支援を実施するかという質問でございま

す。

買い物等の現状としては、市内商店からの

配達や移動販売車の利用のほか、家族や地域

の支えにより必要な商品を購入している状況

であると認識しております。

なお、これらの支援策につきましては、高

齢化、人口減少など社会的な問題として受け

とめておりますが、これは行政のみならず、

商工会議所、地域住民を交え、さまざまな観

点から取り組まなければならない重要課題で

あると考えております。

以上です。

○議長（川野敏夫君） 松井企画財政課長。

○企画財政課長（松井敬道君） 私からは、

件名の１、高齢者に優しいまちづくりについ

ての⑤番について御答弁申し上げます。

運行休止中の焼山線代替バスにかわる移動

手段について、早急に対策を講じる必要があ

るのではないかという御質問でございます

が、焼山線につきましては、運休となって以
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来、関係する砂川市や北海道中央バスと、事

務担当者による現状把握や情報交換を行って

おり、焼山線につきましては道道文珠砂川線

が開通次第、運行を再開するという情報を得

ており、焼山線を利用されている方につきま

しては、上砂川を経由し砂川市立病院まで、

所要時間が１０分から１２分多い歌志内線を

利用されるよう、町内会等を通じてお願いし

ているところであります。

利用者に御不便をおかけしていることか

ら、歌志内線の増便についても検討をいたし

ましたが、運輸局等への届け出や沿線自治体

である赤平市、砂川市、滝川市及び上砂川町

への周知や、ダイヤ改正を行う必要があると

のことであり、短期間では難しいとのことで

ございました。

また、自治体が運行する有償運行は、路線

バス等が運行していない交通空白地帯が対象

となりますので、既存のバス事業者が運行し

ております砂川歌志内間は、新たに重複する

路線バスを運行することはできません。

さらに、既存路線バスの収支に直接影響す

る移動手段や事業につきましては、最終的に

は既存路線であります歌志内線の収支悪化に

よる補助金の負担の発生や、縮小、撤退にも

つながりかねませんので慎重に検討する必要

があります。

したがいまして、昨年度の１便当たり平均

乗車密度が２.５人であります焼山線につき

ましては、道道文珠砂川線が１月末ころには

通行が可能になるとの情報を得ているため、

それまでの間、御不便をおかけしますが、も

う少々お待ちいただきたいと思います。

○議長（川野敏夫君） 小玉市民課長。

○市民課長（小玉和彦君） 件名２の運転免

許証自主返納制度に対する支援について、御

答弁いたします。

最近、高齢運転者による交通死亡事故が相

次いで発生し、運転免許証の自主返納が注目

されております。

国では、高齢運転者交通事故防止対策ワー

キングチームを設置し、対策を早急に講じる

ための検討に入っております。

改正道路交通法の円滑な施行、運転免許証

の自主返納の取り組み、自動ブレーキなど自

動車の先進安全技術の活用、高速道路逆走対

策など、これらを来年６月ごろをめどに、全

体的な取りまとめを行うこととされておりま

す。

また、空知管内では免許証自主返納高齢者

に対して、雨竜町では１回限りの商品券の交

付、北竜町は有効期限３年の打ち切りタク

シー券補助の２自治体が支援を行っておりま

す。その他の市町においては、１２往復無料

バス券交付、バス乗車敬老パス、敬老ハイ

ヤー券の交付が行われている自治体がありま

すが、一定年齢以上の高齢者に対する施策で

あり、免許証自主返納に特化したものではあ

りません。

このため免許証自主返納に対する年間バ

ス、タクシー無料定期券の発行などの支援

は、免許証を持たない高齢者との公平感を考

えると、高齢運転者交通事故防止対策では適

当と判断できません。

したがいまして、御質問の施策は、交通手

段の確保や高齢者など総合的な対策として検

討すべきと考えます。

また、国のワーキングチームは、自主返納

の促進を含めた高齢運転者対策を検討してお

り、それらの内容を精査する必要があると考

えます。このため国や他市町の検討状況を見

きわめながら、自主返納の動機づけや刺激策

として有効で、財政負担が少ない高齢者の交

通事故防止対策が重要と考えます。

○議長（川野敏夫君） 本田加津子さん。

○６番（本田加津子君） ありがとうござい

ました。

ただいまの御答弁で、ほぼ理解いたしまし

たが、何点か再質問をさせていただきます。

まず、件名１、高齢者に優しいまちづくり

の②の緊急通報装置設置サービス、こちらの

ほうなのですが、本町に建てられた高齢者専

用住宅のほうには、この設置のほうはどのよ

うになっているのでしょうか。
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○議長（川野敏夫君） 柴田建設課長。

○建設課長（柴田一孔君） １棟１０戸の１

０戸については、そのサービスを受けられる

機械の設置をしているところでございます。

緊急通報システムを完備しているところでご

ざいます。

○議長（川野敏夫君） 本田加津子さん。

○６番（本田加津子君） わかりました。

あとこれパンフレットの中に、電話を今

持っていない方、携帯電話を所持されている

ので家の固定電話もない方もいらっしゃるの

で、これは強制的につけるということではな

くて、任意契約ということになっているので

すが、これはやはり電話がない人というの

は、６５歳以上の方というのは余りいらっ

しゃらないのかなという気もするのです。

それで、これ任意ではなくて必ずつけてく

ださいというふうに、そういうふうにお願い

するということはいかがなのでしょうか。

○議長（川野敏夫君） 柴田建設課長。

○建設課長（柴田一孔君） なるべく設置す

るようにはお願いしているところでございま

すが、あくまでも今、最初のスタートは任意

ということでスタートしておりますので、今

後そういう条件的に、任意ではなくて必ず電

話をつけるようにということは考えていきた

いと思いますが、今現在は任意ということで

進めているところでございます。

○議長（川野敏夫君） 本田加津子さん。

○６番（本田加津子君） わかりました。

親を歌志内に残して離れて暮らす家族に

とっては、親の年齢などを考えると、いつも

心配しているような状況に置かれています。

このたびの高齢者専用住宅、家賃ですとか、

環境設備まで高齢者に優しい配慮がされてい

る上、突然体調を崩しても、このような通報

サービスというのも整っていれば、さらなる

安心感を与えることになるのではないでしょ

うか。

ぜひ住む契約をした方には必ず、これも

セットでも設備されているのですというよう

な内容で話を進めていっていただきたいと思

います。

あとこちらのほうの設置なのですが、一般

の方に対して６５歳以上のひとり暮らしの方

や高齢者のみの世帯には、申請のあるなしに

かかわらず、このようなサービスを提供して

いただいて、いつまでも歌志内で安心して暮

らし続けることができるような環境を整えて

いただきたいというふうに思うのですけれど

も、このサービスについて、より多くの高齢

者世帯に広めていっていただきたいなという

ふうに思っていますが、そのことについては

どのようにお考えでしょうか。

○議長（川野敏夫君） 佐藤保健福祉課長。

○保健福祉課長（佐藤守君） 一般家庭への

設置のＰＲというふうに受けとめさせていた

だきます。

これらにつきましては、市の広報で年度当

初に高齢者に対するサービス事業の掲載、そ

れからパンフレットの配布、それから民生委

員協議会での民生委員さんに対しまして、事

業の内容についての説明等を行っているとこ

ろでございます。

今後につきましても、機会をとらえながら

広くＰＲをしてまいりたいというふうに考え

ます。

○議長（川野敏夫君） 本田加津子さん。

○６番（本田加津子君） ぜひ希望する全て

の世帯がこういったサービスを利用できるよ

うな取り組みをしていっていただきたいなと

思います。

続きまして、外出支援サービスを今伺った

のですが、この年間１万円のサービス券を交

付されているということなのですが、この１

万円という金額はいつごろ設定された金額な

のでしょうか。

○議長（川野敏夫君） 佐藤保健福祉課長。

○保健福祉課長（佐藤守君） 外出支援サー

ビスについては平成１５年から開始をしてお

りまして、申請月によって最大が１万円とい

うことになります。途中で申請をした場合に

ついては、その月に乗じて年間の枚数を割り

出して交付をしているという形になります。
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１枚の券は５００円でありますので、年間で

いきますと、２０枚で１万円という形になり

ますが、１０カ月の場合であれば１８枚とか

という形で、その申請時の月数によって年間

枚数を交付していると、こういうことでござ

います。

○議長（川野敏夫君） 本田加津子さん。

○６番（本田加津子君） わかりました。

実際に該当されているにもかかわらず、交

付の申請をしなかったという方もいらっしゃ

るのかなと思うのですが、どのぐらいの方が

交付申請をしていないのか、わかったら教え

てください。

○議長（川野敏夫君） 佐藤保健福祉課長。

○保健福祉課長（佐藤守君） 過去３年間の

状況を見ましても、対象者としての交付の部

分の率でいきますと大体６５％から６８％ぐ

らい、過去３年間もほぼ同様な形での利用率

という形になっています。

○議長（川野敏夫君） 本田加津子さん。

○６番（本田加津子君） わかりました。

続きまして、４番の買い物支援ですね、こ

ちらについて何点か再質問をさせていただき

たいと思います。

今、まちの中でも、移動販売ですとか町内

の方々の車に乗せてもらって買い物に出かけ

たりですとか、地域の中でさまざまな取り組

みをされています。

歌志内のなかにも商店ですとかコンビニ、

こういったところは食料品をメインに取り

扱っておりますので、さほど生活には不自由

を感じていないのかなという気もいたしま

す。

しかし、生活にやっぱり必要な消耗品とい

うのですか蛍光灯の電気が急に切れてしまっ

たとか、掃除機の紙パックがもう使い切って

なくなってしまった。また、この時期ですね

雪が降りますので、ママさんダンプが壊れて

除雪するのにとても困るんだというふうな、

さまざまな事態も想定されると思います。

今必要なものが今購入できないということ

は、本当にとても不便なことなのです。御近

所さんに毎回毎回お願いするのも気が引ける

という方も多くいらっしゃると思うので、そ

こでデマンド交通のようなものをつくって、

ホームセンターへ月１回でも市民を連れて、

そういった消耗品ですとか、大きいものとか

を買ってくれるような取り組みをしてはいい

かなと思うのですが、このことについてはど

のようにお考えでしょうか。

○議長（川野敏夫君） 平間産業課長。

○産業課長（平間靖人君） ただいま議員

おっしゃられますように、ある程度コンビニ

エンス等で食料品を置いていただいているも

のですから、日常的な食品関係につきまして

はある程度いいのかなと思いながらも、やは

り小物類だとか生活必需品の関係につきまし

て、どうしても不自由を感じている方が非常

に多いのかなと思っております。

その中で、ただいまデマンド交通というこ

とでお話がございましたけれども、今、その

部分につきまして具体的な検討をしたことは

ございませんけれども、こういったことも含

めまして商工会議所のほうとは、やはりこう

いった買い物弱者の方の対応ということにつ

きまして、各協議をしてきているところでご

ざいまして、これらも含めて、実は１月年明

けてから、また改めて商工会議所さんのほう

と打ち合わせ意見交換をする予定でございま

すので、その中でも、この辺の部分について

会議所のほうの考え方も含めて、確認をして

いきたいなと思っております。

○議長（川野敏夫君） 本田加津子さん。

○６番（本田加津子君） あと歌志内でこの

まちで買えるものと買えないものというのは

はっきりしていると思うのです。例えば電化

製品などはどこどこの電気屋さんでとか、季

節的に使用する除雪のジョンバとかはどこど

このお店で扱ってますとか、薬は○○薬局と

か、介護用品はこういったところで扱ってま

すというふうな内容のチラシというのです

か、そういうものを市民に配ると、あっ、外

へ行かなくても歌志内で買えるんだというこ

とがわかるのかなと思うのですけれども、近
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年はプレミアム商品券を販売していることも

ありまして、市内で買い物をする方もとても

多くなってきていると思うのです。

このような取り組みを、商工会議所のほう

とまた打ち合わせをしていただいて、市民に

周知するというような取り組みをしていくお

考えについては、どのようにお考えでしょう

か。

○議長（川野敏夫君） 平間産業課長。

○産業課長（平間靖人君） 先ほど申し上げ

ました、今後商工会議所のほうと意見交換、

情報交換等をする中で、ただいまのお話につ

きましても、要望といいますか話をしてまい

りたいと思います。

○議長（川野敏夫君） 本田加津子さん。

○６番（本田加津子君） どこで何が買える

というのが、もう昔の記憶しかない高齢者に

とっては、あの店はもうやっていないのかし

らとか、わからないことというのはたくさん

あると思うのです。ですから、長靴はどこど

この靴屋さんでも買えるのですよというふう

なことを伝えてあげるということをすると、

歌志内でも買い物ができるのだという若干安

堵感というのがあると思うので、そういった

ことをどんどん進めていってください。

続きまして、５番の焼山線の運休について

だったのですが、昨日の御答弁の中で、現在

路線バスを維持していくために、いろいろ調

査検討をされているということは、ほぼ理解

いたしました。また、このたびの自然災害で

焼山線の路線バスが運休しているということ

は、いたし方ないことなのかなというふうに

も思います。

しかし、災害発生以前に焼山線の路線バス

を利用して市内の郵便局ですとか、銀行、市

立病院などへ行っていた方々は、家の近くに

バス停がそのときはあったと、歩いて５分ぐ

らいで行けたと。でも、今は１０分以上をか

けてバス停までいかなければならないと。バ

ス停まで行くためにタクシーを呼んで、バス

停まで移動しているという方もいらっしゃい

ます。

今、伺ったところ、１月末ぐらいには焼山

線も開通するというお話でしたが、まだ日に

ちにしたら４０日以上もあるのですよね。こ

れから年末になって高齢者の方も動く機会が

どんどんふえてくると思うので、せめて焼山

の路線バスが運行するまでの間だけでも、市

のほうで、みどり団地から上歌まで何か移動

手段を確保する必要があるのではないかと思

うのですが、このことについてはいかがで

しょうか。

○議長（川野敏夫君） 松井企画財政課長。

○企画財政課長（松井敬道君） みどり団地

から市内の部分をコース確保するべきでない

かということでございますが、そちらにつき

ましても、先ほど言いました既存路線の部分

がありますので、運輸局ですとか、そちらの

ほうと協議が必要となります。あと完全に重

複しておりますので、その部分については難

しいのではないかというふうに考えておりま

す。

○議長（川野敏夫君） 本田加津子さん。

○６番（本田加津子君） わかりました。

あとこれから厳しい季節に入って、バス停

まで行く間に雪道で転倒してけがをするとい

うような事例もないとは限りません。バス路

線を使うということが、やはりいろいろなこ

とで難しいというのであれば何か考えていた

だいて、少しでもバスに乗りやすいような状

況をくっていただきたいなと。

たまたまきょうは、厚生年金の支給日なの

で、バスを使って郵便局とか銀行へいく方も

たくさんいらっしゃると思うのです。年金の

支給日はいついつと決まってますが、あと月

末には市に家賃を払ったりだとか、そういっ

たこともしなければならないような状況も出

てきますので、何とか知恵を絞ってというの

ですか、その焼山線が開通するまでの間、少

しでもバスを利用している方に不自由のない

ような暮らしを届けていただきたいなと思い

ます。

続きまして、①の給食サービス、こちらに

ついてだったのですが、あとこれは社会福祉
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協議会へ委託されているということで、細か

いことは社会福祉協議会なのかなと思うので

すけれども、おわかりになる範囲でお答えい

ただければと思いますが、おおむね６５歳以

上のひとり暮らしの方ですとか、高齢者世帯

で身体能力の低下や疾病などにより日々の調

理が困難な方に対して、給食の宅配を行い調

理行為の負担軽減を図るとともに、安否の確

認、孤独感の軽減を図る目的として実施され

ている事業だというふうになっております。

高齢者の方の中には、さまざまな疾病を抱

えており、食事にある程度制限がある方もい

らっしゃると思います。このサービスについ

ては、利用者のニーズにあわせた献立という

のを要望することは可能なのでしょうか。

○議長（川野敏夫君） 佐藤保健福祉課長。

○保健福祉課長（佐藤守君） 個々に対する

部分では非常に難しい部分があるのかなとい

うふうに思っております。

全体的には高齢者の方々がこの制度を使っ

て利用していただくので、言うなれば、お年

寄りのお口に合うものという形を中心にバラ

ンスを考慮しながら、各事業所さんのほうで

つくっていただいているということでござい

ます。

そのようなことで現在のところは対応して

いるということで、お一人お一人のところの

ニーズで何食分だけを変えていくということ

については、なかなか難しいということで御

理解をいただければと思います。

○議長（川野敏夫君） 本田加津子さん。

○６番（本田加津子君） わかりました。

あと市内に住んでいる方でも生協の宅配弁

当、こちらを利用している方もいらっしゃる

のです。歌志内のほうが安いし、お金も幾ら

か補助になるので、そっちのほうがいいので

はないですかと聞いたから、やっぱり病気の

関係でカロリーですとか、タンパク質、こう

いったものに考慮したコースが生協のほうが

たくさんあるのだと。病気ではないけれども

加齢に伴い噛む力ですとか、飲み込む力が低

下している方にはやわらかいメニューですと

か、刻んだおかずを提供しているというふう

なこともあって、生協を利用しているという

方がいるのですけれども、歌志内が提供して

いるやはり給食サービスのような費用面での

メリットを受けることができません。

そこで、歌志内もこういった一人一人に

沿ったというのはとても難しいことだとは思

うのですが、でもやはり求められているもの

ではないかなと思います。こういった一人一

人のニーズに合うような食の提供が可能なら

ば、もっともっと利用する方もふえてくるの

ではないかなと思うのですけれども、今後こ

のようなニーズに対応するような内容を、社

会福祉協議会との間で協議するようなお考え

はおありですか。

○議長（川野敏夫君） 佐藤保健福祉課長。

○保健福祉課長（佐藤守君） 社会福祉協議

会のほうで配達をする際に、現在利用してい

る方の声を聞くというような形の中で、対応

できるものについてはしていきたいというふ

うに思います。

ただ、これを、今、３業者さんでつくって

いただいているのですけれども、そちらのほ

うの関係もございますので、つくっていただ

くほうの現場サイドの問題もありますので、

できる限りニーズに沿った形の中で献立を工

夫してまいりたいというふうに思いますが、

個々の部分については、なかなか厳しいかな

というふうに思っておりますので、御理解を

いただければと思います。

○議長（川野敏夫君） 本田加津子さん。

○６番（本田加津子君） わかりました。

高齢者の方にとって食べるということはと

ても楽しみなことなのです。それで、やはり

いま一度、このサービスのあり方について考

えていかなければならない時期なのかなとい

うふうにも思いますので、一人でも多くの方

がこういったサービスの提供を受けられるよ

うな事業を展開していっていただきたいと思

います。

続きまして、件名２の運転免許証の自主返

納制度に対する支援について、こちらのほう
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なのですが、昨今報道されている高齢者がか

かわる交通事故についてはまれに偶然が重

なった結果、報道のみがクローズアップされ

ているようにも思われます。幸い歌志内で

は、高齢者がかかわった交通事故というのも

発生していませんし、歌志内の高齢ドライ

バーの方は自主返納制度もの自体無縁なのか

なという気もいたします。

しかしながら、家族からはやっぱり年齢的

なものを考えて、もうやめたほうがいいと催

促されて悩んでいらっしゃる方も実際いらっ

しゃいます。中には、やはり家族がやめなさ

い、事故を起こしたらどうするのだというこ

とで、泣く泣く高齢者講習を受けずに免許を

更新しなかったという方もいらっしゃるので

すが、その反面、運転をしなくなったら急に

家に引きこもりがちになって、健康面でもマ

イナスになってしまうというふうな事例もあ

ります。

この自主的に免許証を返納するという行為

は、とても勇気が要る行為だと思います。勇

気を持って行動を起こした方に対して、やは

り何か敬意を表すような気持ちで、そういっ

た優しい気持ちを形にするような取り組みが

必要ではないかなというふうに思っていま

す。

運転免許証を返納した方に、本人の確認証

としては利用できる運転経歴証明書、こう

いったものの交付を受けることができまし

て、北海道でもこれを持っているとさまざま

な特典を利用できるというサービスも実際実

施されています。

歌志内市としても、例えばこういった証明

書を持ってくれば温泉の入浴料の割引きが受

けられますとか、今６５歳以上の高齢者に温

泉の優待券を配っていらっしゃいますが、別

に枚数を上乗せして温泉の優待券を交付し

て、外へ出やすいような環境を整えていくと

いうことも、とても重要なのかというふうに

思います。

バスの利用券ですとか、タクシーの利用券

も、よりどんどんどんどん外に出かけていけ

るので、とてもいい支援だと思うのですが、

やはり何らかの支援を実施するということに

ついてのお考えをお伺いいたします。

○議長（川野敏夫君） 小玉市民課長。

○市民課長（小玉和彦君） 歌志内的には、

昨年平成２７年度で事故が物損事故も含めて

ですけれども４５件ほどありまして、そのう

ち高齢者の事故というのがちょっと６件ぐら

いあるということで、約１３％ぐらいあった

という、それがその今の盛んに報道されてい

る交通事故とはちょっと違うものですけれど

も、そういう交通事故があったということ

と、それから、歌志内の高齢者でも平成２７

年度は６名の方が免許証をお返ししていると

いうようなことも、ちょっと赤歌警察署のほ

うから聞いております。

やはり高齢者の交通事故という部分のこと

を防ぐということが、一番大事なことだとい

うことを考えておりますけれども、その中で

免許証の自主返納ということが一つの方策と

してありますけれども、やはりきのうも

ちょっとお話しさせていただきましたけれど

も、高齢者やはり免許をなくしてしまうと生

きがいをなくするとか、いろいろな部分でや

はりその方は非常に困る状況が出てくるので

はないかなというふうなことも考えます。や

はりここら辺は、よく高齢者の気持ちを考え

ながら対応していきたいなというふうに思っ

ております。

その中で、自主返納をした場合のそういう

ことということですけれども、本来的にいえ

ば免許証を自主返納するといのはやっぱり公

安委員会に返納するわけですから、公安委員

会が第一に本当はやらなければならないので

はないのかなという疑問は持っておりますけ

れども、ただ、そうは言いながらも自治体も

やっぱり側面的にそういう支援をしていくと

いうことも必要なのかなというふうには思っ

ております。

その中で、今、いろいろ入浴券の割引きな

どいろいろなお話しもありました。やはりそ

ういう高齢者の交通事故がなくするような中
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で自主返納も含めて、ちょっとそこら辺は今

後も国の今検討もありますので、そこら辺の

状況も見ながら、今のお話を参考に聞かせて

いただきながら、今後もいろいろ検討を続け

ていきたいというふうに思っております。

○議長（川野敏夫君） 本田加津子さん。

○６番（本田加津子君） わかりました。

私たちもいずれは身体能力の低下などで運

転に不安を感じるときが必ず来ると思いま

す。そういったときに免許を返すか返さない

かでいろいろと自分の中で葛藤もあると思う

のですが、歌志内にいれば、高齢になって車

に乗らなくなってもこういったものをバスに

乗ったり、タクシーに乗ったり、また温泉へ

行っても安く温泉に入れたりということがあ

るということが頭にあれば、家にじっとして

いることなく免許を返してからも外に出てい

られる環境が整うのかなというふうにも思い

ます。

特に、歌志内は他の市町から見ますと、交

通に関してはとても困難な状況にあると思い

ます。また、総合計画の中でも移動手段の確

保については、今後具体的な取り組みが示さ

れると思いますが、同時に、この免許証を返

した方に対しての支援策、これはとても大切

なことだと思います。

今の御答弁の中でも、国や他市町の検討状

況を見きわめながらというふうにおっしゃっ

てましたが、ほかのまちが何かをやってから

やるのではなくて、歌志内はそれに先駆けて

こういったことをやるというようなことも、

とても重要な取り組みになってくるのではな

いかと思うのですが、そのことについては、

もう一度お答えをお願いします。

○議長（川野敏夫君） 小玉市民課長。

○市民課長（小玉和彦君） ほかの市町村が

やるからやるという、そういう考え方ではな

いですけれども、どちらにしても、今、国が

その自主返納についても考えているみたいで

すから、やはりそこら辺の考え方はちょっと

いろいろ見ながら、考えていかなければなら

ないかなというふうに思っております。

どちらにしても、ちょっといろいろな状況

の推移があると思いますので、そういう状況

を見ながら、今後も検討をさせていただきた

いと思います。

○議長（川野敏夫君） 本田加津子さん。

○６番（本田加津子君） ぜひ歌志内で安心

して安全に暮らすことができる環境づくりを

整えていただき、歌志内市にしかない独自な

取り組みを一つでも多く実施していっていた

だきたいというふうに思います。

これで質問を終わらせていただきます。あ

りがとうございました。

○議長（川野敏夫君） 本田加津子さんの質

問を打ち切ります。

質問順序６、議席番号１番湯浅礼子さん。

一つ、子育て支援の充実について。

一つ、食品ロスへの取り組みとフードバン

クについて。

一つ、防災士の育成について。

以上、３件について。

湯浅礼子さん。

○１番（湯浅礼子君） 皆様おはようござい

ます。

本日の一般質問通告書に従いまして、３件

質問をさせていただきますので、どうぞよろ

しくお願い申し上げます。

件名１、子育て支援の充実について。

現在、依然として児童虐待は大きな社会問

題です。国では平成２７年（速報値）では、

過去最多１０万３,２６０件となりました。

今、初めての妊娠・出産・育児において、不

安を抱えるお母さんがふえています。子ども

が赤ちゃんのときに親子関係がうまくつくれ

なければ、その後の子育てもうまくいきませ

ん。ましてや第２子、第３子を産もうという

話にはなりません。出産直後は、ホルモンの

バランスが崩れ不安定になりやすく、核家族

化などで、孤立しがちな母親が育児疲れや不

安などから「産後うつ」に陥ったりして、子

どもへの虐待へと発展してしまう場合があり

ます。そこで、まずは産後間もない母親と赤

ちゃんをサポートする「産後ケア」の必要性
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が、近年高まっております。

①といたしまして、産後ケアを含めた母子

の健康増進は、少子化防止へ重要な施策と

なっております。子どもを産み育てやすい社

会を実現するには、妊娠から出産、子育て期

までの切れ目のない支援が重要です。歌志内

市はこの現状をどのように考え取り組まれて

おられるのかをお伺いいたします。

②といたしまして、保健師による訪問支援

の現状と取り組みについてお伺いをいたしま

す。

③といたしまして、産後ケアセンターの取

り組みが全国的に見られます。核家族化が進

む中、当市においても産後ケアの充実は必要

と考えますが、いかがでしょうか。

④といたしまして、当市の児童相談所での

児童虐待相談対応数はどのくらいでしょう

か。

件名２、食品ロスへの取り組みとフードバ

ンクについて。

世界では、発展途上国などで食糧不足、飢

餓が深刻な問題となっております。世界の９

人に１人が栄養不足に陥っており、発展途上

国では５歳になる前に命を落とす子どもが年

間５００万人に上るといわれております。加

えて、国連では２０５０年に世界人口が９７

億人に達するとしており、食糧不足はより深

刻な状況になると予想されます。

一方で、世界では食品生産量の３分の１に

当たる約１３億トンの食糧が毎年廃棄されて

おります。

経済損失は約９０兆円、また廃棄物処理で

はＣＯ２は約３３億トンに上ります。日本で

も年間に約１７万トンの食糧廃棄物が発生し

ており、約４割がまだ食べられるにもかかわ

らず、廃棄されている食品ロスであり、腐っ

てしまい、やむを得ず廃棄された食糧と異な

り、まさしく「もったいない」と言えます。

その半分は事業者の流通や販売の中で発生

し、もう半分は家庭の食べ残しで起こりま

す。食糧を無駄にせず食品ロス削減について

は、いま一度、国民運動として取り組む必要

があります。

①としまして、当市の生ごみの現状は、ど

のようになっているのか過去３年ぐらいの状

況をお伺いいたします。

②としまして、食品ロス削減のための啓発

を進めるべきであると思いますが、いかがで

しょうか。

③といたしまして、市民と事業者が一体と

なった取り組みを進めるべきであると思いま

すが、いかがでしょうか。

④としまして、賞味期限を迎える災害備蓄

食品をフードバンク等への活用は考えておら

れるのでしょうか。

件名３、防災士の育成について。

①といたしまして、防災士は、国の公的な

取り組みではありませんが、社会的に広く認

識されており、防災知識の高い方が取得をさ

れております。ゆえに、地域において有事ま

たは平時にどのような役割が期待されている

のか、防災士に求められている活動内容につ

いてお伺いをいたします。

②といたしまして、歌志内市には、防災士

は何名おられますでしょうか。また、そのう

ち、女性防災士は何名おりますでしょうか。

③といたしまして、学校現場においても、

教員防災士を児童生徒の安全を守ることを第

一義として配属されることも必要ではないで

しょうか。

④といたしまして、学校においても、中学

生防災士の誕生は心強い思いです。防災士資

格取得の助成制度を設ける考えはいかがで

しょうか。

以上、３件よろしくお願いいたします。以

上でございます。

○議長（川野敏夫君） 理事者答弁、佐藤保

健福祉課長。

○保健福祉課長（佐藤守君） 私から、件名

１、子育て支援の充実についての①から④ま

でにつきまして御答弁申し上げます。

初めに、①でございます。

当市の現状をどのようにとらえ、取り組ま

れているかということでございます。



─ 79 ─

全ての母子が、妊娠期、出産期、育児期を

通して心身ともに健康で過ごすことができる

ことが重要であることから、各種母子保健事

業を実施しております。

具体的な取り組みとしては、妊娠期では、

母子健康手帳と妊婦健康診査受診券の交付、

保健師と栄養士による保健指導、マタニティ

アンケートの実施、初妊婦等への訪問、出産

期では、新生児産婦への訪問、産後うつ及び

子育てに関するアンケートの実施、子育て期

では、乳幼児相談、幼児健診、親子教室等を

実施しており、妊娠期から子育て期まで継続

的な支援に取り組んでおります。

②の訪問支援の現状についてでございま

す。

保健師の訪問支援としては、初妊婦と異常

が予想される妊婦、精神科受診の既往などが

あるハイリスク妊婦の全新生児と産婦に対し

訪問を実施しているほか、母親の希望や必要

に応じ随時訪問も実施しております。

本年度は妊娠届けがあった７名と面談しま

したが、ハイリスクと思われる妊婦がいな

かったため、初妊婦訪問のみ実施しておりま

す。

また、新生児と産婦訪問につきましては、

出生届けのあった７名中４名の訪問を実施し

ており、残りの方についても随時訪問する予

定であります。

③の産後ケアの充実の関係でございます。

出産後の母親は母体への負担やその後の育

児にかかる負担等で心身ともに疲労しやす

く、この時期に適切なケアを行うことが重要

であります。

本市においては、妊娠届け出時にマタニ

ティアンケートを実施し、早期に心配な母親

を把握するとともに、産婦訪問時に産後うつ

と子育てアンケートを実施し、継続支援が必

要な家庭を把握し支援につなげております。

その他、随時電話や来所、訪問による相談に

も応じております。

出産後の状況としては、里帰りや実家から

の支援がある方がほとんどで、ことし出産し

た方の状況では８名中５名は里帰り、２名は

実家からのサポートがあり、残りの１名につ

いても家族からの支援が得られている状況に

なっております。

その他、滝川保健所管内では、養育支援保

健医療連携システム事業を実施しており、養

育支援が必要な家庭については医療機関との

連携により支援しております。

④の児童虐待相談等の関係でございます。

本年度につきましては、現在のところあり

ませんが、平成２７年度の児童虐待相談処理

件数は２件となっております。

以上です。

○議長（川野敏夫君） 小玉市民課長。

○市民課長（小玉和彦君） 私からは、件名

２の食品ロスへの取り組みとフードバンクに

ついての①から③について御答弁いたしま

す。

まず、①の市の生ごみの現状でございま

す。

市の生ごみの状況につきましては、平成２

５年度は２３５トン、平成２６年度は２２６

トン、平成２７年度は２１４トンです。

砂川保健衛生組合の２市３町の合計では、

平成２５年度は２,７９５トン、平成２６年

度は２,４９９トン、平成２７年度は２,４０

４トンで、これらは人口減少による生ごみの

減少傾向と思われます。

次に、②と③につきましては関連がござい

ますので、一括して御答弁いたします。

食品ロスの関係につきましては、公明党が

首相官邸に食品ロスゼロを目指した取組提言

の申し入れを行い、また、国においては農林

水産省を中心に６府省の食品ロス削減関係省

庁等連絡会議において検討推進を行っており

ます。

当市においては、それぞれの各所管におい

て、国、北海道からの協力要請等に基づき各

対応を進め、必要に応じ連携をしていくもの

であります。

食品ロス削減は生活者一人一人がみずから

意識し、行動するものであり、もったいない
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意識の醸成が重要であります。

食品を食べずに捨てる、消費期限、賞味期

限が過ぎた、調理の際に過剰に捨てるなど、

ふだんの気遣いを大事にしながら食品ロス削

減を進めていかなければならないと感じてお

ります。

当市的には、人口、事業所も少ないことか

ら、食品ロスの実態は大きなまちに比べ少な

いものと判断しております。しかしながら全

国的な食品廃棄物発生を考え、事業の推進の

必要性を感じます。市民課と産業課が連携し

て北海道の要請により、忘年会、新年会の宴

会のシーズンを迎え、外食時のおいしい食べ

切り全国共同キャンペーンで「おいしく残さ

ず食べ切ろう」を周知するため、市内の３カ

所の飲食店にパンフレットによる協力依頼を

行いました。また、一番大きな事業所である

市役所職員にＰＲをしております。

ごみ削減の一つの方法として、今後も広報

等を活用した啓発を行ってまいります。

市民と事業者が一体となった取り組みにつ

きましては、一般家庭と事業所からの生ごみ

を活用して、砂川衛生センターでメタン発酵

を行ない、その発生するバイオガスにより発

電し、砂川地区保健衛生組合施設の電気料の

約半分の１,０００万円を経費削減してお

り、再生可能エネルギーとして最大限活用す

るなど、国の食品ロス削減対策とも一致した

取り組みを行っております。

今後においても、ごみ削減事業として、

国、北海道の動向を見ながら検討を進めてま

いります。

以上です。

○議長（川野敏夫君） 渡部総務課長。

○総務課長（渡部一幸君） 私のほうから、

件名２の食品ロスへの取り組みとフードバン

クについての④、件名３の防災士の育成につ

いての①、②、④につきまして御答弁申し上

げます。

件名２の食品ロスへの取り組みとフードバ

ンクについての④でございます。

本市の主な食糧備蓄といたしましては、ア

ルファ米と乾パンがあり、いずれも約５年間

の保存が可能でございます。これらの大半は

平成２５年度から平成２７年度に集中的に備

蓄したことから、まだ大量の期限切れは発生

してございません。

今年度廃棄予定の乾パンにつきましては、

わずかな数量でしたので、賞味期限到来前に

アルファ米などと一緒に防災訓練等に参加さ

れた方などへ、啓発や試食用として配布をす

るなど活用をいたしました。

今後１年に５００食以上を更新しなければ

ならない年もございますので、地域や学校で

の防災教育での活用を優先的に行い、廃棄を

避ける手段としてフードバンクへの送付も検

討をいたしたいと思っております。

件名３の防災士の育成の①でございます。

防災士に求められる役割といたしまして

は、災害時においては、公的支援が到着する

までの被害の拡大の軽減、災害発生後の被災

者支援の活動、平常時の防災意識の啓発、自

助共助活動の訓練ということで理解しており

ます。

②でございます。

防災士とは社会のさまざまな場で、減災と

社会の防災力向上のための活動が期待され、

かつ、そのために十分な意識、知識、技能を

有する者としてＮＰＯ法人日本防災士機構が

認定した人ということで認識しております。

このことから、市が所管する事業ではない

ため、市内における人数の把握はできており

ませんが、消防職員の中で４名が防災士の資

格を持っていると確認しております。

④でございます。

防災士になるためには、日本防災士機構が

認証した研修機関が実施する講座を受講し、

資格取得試験を受験、救急救命講習の受講を

した後、同機構のほうへ登録することになり

ます。

なお、退職者を含む警察官や消防士、消防

団員の方は階級に応じて講座の受講や試験が

免除されることになっております。

通常一般の方が防災士になるまでには、交
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通費は別として約６万円、学生は約３万４,

０００円程度かかります。

一方、北海道が実施しております地域防災

マスター制度については、１日間の講習の受

講により認定され、受講料も無料となってお

ります。どちらも資格を取得、または認定後

は災害時における被害軽減や平時における防

災意識の啓発など、地域のリーダーとしての

活動が期待されるものでございます。このた

め当面は、北海道の認定事業である地域防災

マスター制度における認定者増を目指すた

め、研修会の周知及び研修会開催場所への市

公用車利用を検討してまいりたいと考えてお

ります。

以上でございます。

○議長（川野敏夫君） 虻川教育次長。

○教育次長（虻川善智君） 私のほうから、

３番目の防災士の育成についての③教育防災

士の配属の必要性についてでございますが、

現状では、教職員が防災士の資格を取るとい

うこと、また、それを強要するということは

現実的には難しいと考えております。

以上です。

○議長（川野敏夫君） 湯浅礼子さん。

○１番（湯浅礼子君） 御答弁ありがとうご

ざいました。

産後うつの予防ということで、本年の１０

月９日の日本経済新聞に次のように載ってお

りますので紹介をしたいと思います。「出産

後の母親が育児への不安や重圧によって精神

的に不安定になる産後うつを予防するため、

厚生労働省は２０１７年度から、健診を受け

る際の費用を助成する。深刻化すれば虐待や

育児放棄につながったり、自殺を招いたりす

るおそれがあり、不調の兆しを早めに見つけ

行政の相談窓口など適切なケアにつなげるの

がねらいである。」と。

それで、「産後うつは約１０人に１人が経

験するとされる。費用助成は産後２週間と１

カ月の２回、それぞれ５,０００円が上限

で、国と市町村が半分ずつ負担する。一般的

な健診費は約５,０００円のため事業を導入

する自治体では、補助券などによって多くの

人が無料で受けられ、出産した医療機関以外

での健診も対象となる、厚生労働省は２０１

７年度予算の概算要求に７億円を盛り込ん

だ。」という、うれしい見出しで載っており

ました。

特に、ここでは「１カ月健診は広く、各自

治体でいろいろな部分でケアされているので

すが、子どもの育児の確認が、これは本来中

心であって、この研究をしている班では、よ

り早い段階から精神的に不安定になりやすい

母親のケアを充実させる必要があると指摘し

た」というふうに載っております。

それから、もう１点では、「市町村による

育児相談や指導のほか、宿泊、日帰りによる

産後ケア事業の利用などを促す」と、このよ

うに載っておりました。

今、先ほど御答弁いただいた中では、歌志

内ではそういう状況が見られないということ

は幸いだなと思いますが、今後のことを考え

ますと、ここの今紹介した部分では力を入れ

てやっていただきたいなという思いがあるの

ですが、ここの部分ではいかがでしょうか。

○議長（川野敏夫君） 佐藤保健福祉課長。

○保健福祉課長（佐藤守君） 答弁と重複す

る部分ございますけれども、当市の場合につ

いては、妊娠をし出産をされる方という部分

については、先ほど申し上げたとおり大体年

間でいきますと８人から十二・三人ぐらい、

ここ数年でいきますとという状況になってお

ります。

その中で妊娠された当初の段階におきまし

て、アンケート調査を取りまして、個々の状

況、それから出産後にもアンケートを取りま

して、それらのお母さんが持っている不安や

悩み等も含めまして相談業務の中、または健

診時等においてお聞きして、少しでも緩和さ

れるような形、相談相手として行っていると

ころでございます。

また、受診している病院との連携も取って

おりまして、医師からも心配する部分につい

て当市の予防グループの保健師のほうにも連



─ 82 ─

絡参りますので、その際にこちらのほうで出

向いて訪問をし、お母さんの相談相手になっ

ていくということでケアをしているところで

ございます。

○議長（川野敏夫君） ここで、１０分間休

憩いたします。

午前１０時５８分 休憩

────────────────

午前１１時０８分 再開

○議長（川野敏夫君） 休憩を解いて会議を

再開いたします。

質問を続けます。湯浅礼子さん。

○１番（湯浅礼子君） 今、御答弁を聞いて

おりまして、歌志内市では７名の方が該当と

いうことで、いろいろ御説明がありました。

ここの産後ケアの部分で妊娠期ではいろい

ろなことを取り組んでいらっしゃいますとい

うことで、この中でマタニティアンケートの

実施という部分が目を引いたのですが、ここ

の部分で何か浮かび上がっている部分という

のはございますでしょうか。

○議長（川野敏夫君） 佐藤保健福祉課長。

○保健福祉課長（佐藤守君） マタニティア

ンケートにつきましては、妊娠がわかった時

点で初期の段階で行っているアンケートでご

ざいます。ですから、このときにはお仕事を

されているかとか、それから御家族の状況、

それから出産後の御予定とか、あとはたばこ

ですとか、お酒ですとか、そういうものが妊

婦さんが吸われていたり、飲まれていたりし

ているかの状況。それから、これまでの妊

娠、それから出産状況、こういうものの項目

的なものをアンケートし、現在置かれている

妊婦さんの状況を把握しているというもので

ございます。

○議長（川野敏夫君） 湯浅礼子さん。

○１番（湯浅礼子君） また、産後のケアの

部分、出産が終わった後ですね、病院には、

今、本当に１日でも早く退院というふうな方

向性で４日から５日で退院というふうになっ

ております。あと本当に２１日間という部分

は、女性にとっては大事な大事な本当に養生

期間でございまして、このときを本人が十分

休養できなかった場合に床上げが遅くなると

いうふうな部分が本当にあります。

その中で何で今回、私、この産後うつとい

うことについて質問しようかと思いましたの

は、歌志内的には今、ずっと恵まれている方

ばかりだったのだなと思って、いいなと思っ

て聞いておりましたが、私の姪っ子が高年齢

出産ということで、来年の４月に二人目が生

まれる予定になっております。

それで、家族構成が私の妹の子どもであり

まして年齢もいっておりまして、すごく太っ

ているものですから、膝が今思わしくなくて

ちょっと無理だという状況でございまして、

姪っ子から「おばちゃん、１６日間ぐらいお

手伝いに来ていただけないかい」という電話

だったのですね。１６日間も家を空けるとい

うことは、私、今の状況では考えられないの

で、「困ったわね、札幌なんだから何か区役

所とか行って状況をちょっと調べてみてごら

ん」というふうに言って、私もその部分で

ずっと調べてきました。

そうしますと、各地では、この退院した後

の何日か全体で２１日間なのですけれども、

それに対するケアというのは結構行っている

のですね。それで、一番はと思いましたの

は、横浜では家事に関する支援とか、育児に

関する支援と二本立てになっておりまして、

それで１回が２時間以内で、１日に２回まで

ということで、この期間で２０回使用できま

すよという部分です。

それで、生活保護の方は無料ですが、非課

税の方も無料で、市民税、所得割７万７,１

００円以下の世帯が５００円ということで、

すごい格安で利用できるのだなとすごく感心

したのです。

それで、歌志内でも高齢者の方がお食事つ

くるのが大変だとかといって、ちょっとお願

いしたら、時給は今、最低が８２３円ですか

ら、それぐらい払わなければならないという

部分を考えたときに、すごいすばらしい取り

組みをしているのだなということで、今、現
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実には歌志内には実家へ帰ったりとか、支援

してくださる方がたくさんいらっしゃるとい

う７名の方の状況を聞いて安心はしたのです

が、今後、人口は今減少ですから増加してい

くためにはこの子育て支援を充実させていく

という部分ではこういうことも考えていかな

ければならないのかなというふうに思って、

今回取り上げました。

この横浜でやっている部分と、また、あち

こちで何カ所かあったのですが、このような

部分での考えはいかがでございましょうか。

○議長（川野敏夫君） 佐藤保健福祉課長。

○保健福祉課長（佐藤守君） 横浜での事業

の取り組みについてのお話がありました。都

会では東京都でも区の中で世田谷区が類似し

たようなことをやっていたり、取り組んでい

るところがございます。

多くは大体大都市においてそれらの事業を

行って、言うなれば区や市の中で保健師や栄

養士の部分が限られている人数でございます

ので、それらをケア、サポートしていただけ

る態勢として、助産師ですとか助産院ですと

か、そちらに有資格者を持ってセンター的な

運営をしているということかなというふうに

思っております。

当市の場合は、妊娠、出産をされる人数と

いうのはある程度限られておりますので、現

在当課での予防グループの体制の中で、その

ケアはできていけるものかなというふうに

思っております。

今年度の場合については、里帰りや実家か

らのサポートによって出産約一月の部分はケ

アをされておりますが、その後も、やはり子

育てにはいろいろな形でお母さんが不安にな

る部分があるかと思っております。それらに

つきましても、これまでも取り組んでおりま

すけれども、ケースケースによってこまめに

対応してまいりたいというふうに思っており

ます。

○議長（川野敏夫君） 湯浅礼子さん。

○１番（湯浅礼子君） 本当に出産を終えた

方の声といたしましては、出産後３週間とい

うのは動けないのが普通だと。特に体を冷や

す等水仕事は厳禁だということで、頼れる親

戚がいないときはヘルパーさんを派遣してく

れる制度が必要だよねというのが、今、声が

上がっているということで、歌志内的には今

それは余り声が上がっていないという、恵ま

れた状況の方ばかりというふうにお伺いしま

したが、追々はこの制度も歌志内市では取り

入れていっていただきたいなという思いがご

ざいます。そういう部分でよろしくお願いし

たいと思います。

これは先日、あさイチでも見るのですけれ

ども、出産後の御主人へのいろいろな手当と

かということで載っておりましたりで、今一

番大事な部分なのかなというふうに思いま

す。 特に宿泊というふうになると、例えば

お子さんと出産を終えた方が宿泊すると、物

すごい高い宿泊費というふうに何かで調べた

のですけれども、これの状況はどういうふう

にとらえておられますか。

○議長（川野敏夫君） 佐藤保健福祉課長。

○保健福祉課長（佐藤守君） 産後ケアの部

分での宿泊後の産後ケアということで受けと

めさせていただきたいと思いますけれども、

当市の場合については助産院とかがないもの

ですから、宿泊型の産後ケアについてはでき

ない状況になっているというのが現状でござ

います。

○議長（川野敏夫君） 湯浅礼子さん。

○１番（湯浅礼子君） ここの部分では。こ

れ１件だけで終わらせたいと思うのですけれ

ども、東京の国分寺市では育児支援ヘルパー

というのをやっておりまして、これはすごく

安いんですね。親戚とか近隣に育児協力者が

おらず、支援を必要とされる御家庭にという

ことでヘルパーを派遣しているのですけれど

も、これは９０日間以内で産後、この方は住

民非課税の世帯には３０分で１５０円、一般

の方は３０分で３００円という低額で行われ

ているということで、こういう部分はぜひう

ちの自治体でも取り入れていただいて、歌志

内は小さなまちだけれども、子育てについて
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は物すごい手厚いそういう支援をしているの

だというふうな、そういうふうな部分を

ちょっと売り込んでいって、人口増加のほう

につなげていっていただきたいなというふう

に思いますが、ここの部分をもう少しお聞き

したいと思います。

○議長（川野敏夫君） 佐藤保健福祉課長。

○保健福祉課長（佐藤守君） 東京都の例で

お話がありましたけれども、道内でいけば札

幌市においても産後ケア事業という形での取

り組みを行っております。札幌市では宿泊型

といたしましては１日３,０００円という形

での料金を自己負担していただいて、産院と

か、それからマタニティハウスという形の中

での施設で御利用いただくという形になって

おります。

札幌市においても、助産院、マタニティハ

ウスなど６施設しか登録をされてないという

状況になっておりまして、なかなかこの地域

においては、そういう事業実施施設等がない

ことから、非常にこの取り組みについてはな

かなか難しいものかなというふうに思ってお

ります。

そのため、先ほど申し上げましたけれど

も、当市の場合、今のところ出生、妊娠、出

産時における対応としては現体制の中で、可

能な範囲でできておりますので、今後の部分

としては出てくる可能性はあり得るかもしれ

ませんけれども、非常に少ないものかなとい

うふうにとらえております。

○議長（川野敏夫君） 湯浅礼子さん。

○１番（湯浅礼子君） わかりました。そう

いういろいろな内容を調べて、いいところは

どんどん取り入れていっていただきたいとい

うふうに思います。

それでは、件名２のほうに移らせていただ

きます。

市の生ごみの現状は３年ぐらいの現状とい

うことで、ここでは人口減少による生ごみの

減少傾向が出ているというふうに言って、平

成２５年度には２３５トン、平成２６年度で

は２２６トン、平成２７年度では２１４トン

ですというふうに載っております。

個々の生ごみの部分では、昔ですね何年ぐ

らい前でしょうか、七・八年でしょうか、堆

肥コンポストでなくて段ボールというのが流

行ったと思うのですが、これの普及率、今は

歌志内市はどうでしょうか。

○議長（川野敏夫君） 小玉市民課長。

○市民課長（小玉和彦君） 特に実態を把握

はしておりません。

○議長（川野敏夫君） 湯浅礼子さん。

○１番（湯浅礼子君） ということは、余り

人気がなくて下火になっているという状況で

ございますね。わかりました。

それで、今、いろいろ御答弁いただきまし

たが、今の取り組みとしては、これから宴会

シーズンが来ます。それで、いろいろここに

先ほどありましたが、市民課と産業課が連携

して北海道の要請により忘年会・新年会の宴

会のシーズンを迎え、外食時のおいしい食べ

切り全国共同キャンペーンで「おいしく残さ

ず食べ切ろう」を周知してＰＲしていますと

いうことですが、これは大きなパンフレット

とか、そういう部分で目につく部分では一番

どこにありますでしょうか。

○議長（川野敏夫君） 平間産業課長。

○産業課長（平間靖人君） 今回産業課のほ

うと市民課のほうの連携ということで、市内

のチロルの湯を初めとします宿泊施設、宴会

を受け入れられるところに配布しております

が、こういったパンフレットをそれぞれ施設

のほうに配りまして、館内の中に掲示した

り、また、宴会の幹事さんだとかそういった

方に対して、御協力を呼びかけているところ

でございます。

○議長（川野敏夫君） 湯浅礼子さん。

○１番（湯浅礼子君） この運動はどんどん

広めていかなければならないと思うのです

が、チロルの湯の部分では、どれぐらいそう

いうロスというのは取っておりますか。

○議長（川野敏夫君） 平間産業課長。

○産業課長（平間靖人君） 具体的に食品の

部分でどの程度のロスがあるかという数字的
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なものにつきましては、把握してございませ

ん。

○議長（川野敏夫君） 湯浅礼子さん。

○１番（湯浅礼子君） 長野県だったと思う

のですけれども、松本市でしたか、宴会のと

きに例えば、幹事さんのほうから宴会が始ま

ります。そのときに、この食品ロスの説明を

いたしまして、皆さんは宴会やりますと、皆

さんに挨拶に行って席を立たれるのですよ

ね。それをやめて３０分間は自席でおいしく

お食事をしましょうと、そして、最後のお開

きの１０分前も自席に戻って残り全部をきれ

いに食べましょうという運動がなされてい

て、すごく全国的に広がっているという部

分、そこの部分は行政のほうではどのように

とらえておりますか。

○議長（川野敏夫君） 平間産業課長。

○産業課長（平間靖人君） 食品ロスという

のは事業者におかれましても、やはり売り上

げ的な面にも影響を及ぼすものでございま

す。ロスをなくすることによって売り上げも

上がると、そういったような観点からも、事

業者さんのほうでも、やはり日常的にしっか

りととらえていくというふうに考えておりま

す。

例えば、宴会を受ける際にも、やはり団体

の年齢層だとか、そういったものも考えなが

らどういった料理がこのましいのか、そう

いったことも考えながら取り組まれていると

思います。

また、今、おっしゃられました宴会時の幹

事さんの呼びかけによりまして食べ切ろうと

いう、食べる時間を設けようという部分につ

きましては、今回お配りしておりますパンフ

レットのほうにも入っておりますので、今後

もこういった形の部分はＰＲしてまいりたい

と思っております。

○議長（川野敏夫君） 湯浅礼子さん。

○１番（湯浅礼子君） 今、高齢者の方は食

がちょっと細くなっておりますので、金額に

対して品数は余りたくさん要らないのですけ

れども、ちょっと内容をよくして、おいしい

ものをというそういうふうな部分の意見が

多々聞かれるのですが、そういう部分では、

かもい岳だとか、チロルの湯とかありますけ

れども、どういうふうに対策とられておりま

すでしょうか。

○議長（川野敏夫君） 平間産業課長。

○産業課長（平間靖人君） 今、先ほど御答

弁申し上げましたが、宴会を受け付けをする

際に団体さんのリクエストというか、こう

いった料理という部分を希望を取りながら、

できるだけ好みに添った形の料理の提供とい

うものを心がけられているというふうに聞い

てございます。

○議長（川野敏夫君） 湯浅礼子さん。

○１番（湯浅礼子君） わかりました。

この食品ロスは本当にもったいないので、

賞味期限いろいろ表示がございますが、ある

地域では必ず月末の３０日には冷蔵庫の中を

きれいにしようということで、全部賞味期限

の近いものを食べ切る運動、それからまた、

中間の１５日には茎ですとか、それから材料

の皮とか、結構ジャガ芋とかリンゴとか、そ

ういう部分の皮に栄養が十分含まれていると

いうことで、皮も食べ切りましょうというこ

とも聞いております。それも全部お料理に

使ってやりましょうということが結構出てい

ると思うのですが、歌志内ではこういう取り

組み、また全部食べ切りましょう、冷蔵庫を

きれいにしましょう、茎もというふうな部分

では、町内会的にはどれぐらい浸透されてい

るのでしょうか。

○議長（川野敏夫君） 小玉市民課長。

○市民課長（小玉和彦君） 今回の全国共同

キャンペーン、これを初めてうちのほうで推

進してということで取り組みを始めたところ

でございます。まだまだやはり歌志内もそう

ですけれども、全国的にはちょっと意識がま

だ低いのかなという部分で、これからどんど

ん推進していって普及していくというような

過渡期の部分なのかなと、時期なのかなとい

うふうに思っております。

それで、一昨日ですね、うちのほうに連絡
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入ったのですけれども、２市４町で協定して

いる消費生活相談センターの関係からも連絡

きまして、２市４町で共同でプレス空知とエ

フエムＧ’ｓｋｙそちらのほうに出して、

ちょっといろいろ契約していこうかというこ

とで、単独での歌志内市のみならず、ちょっ

と広範囲にやっていって、皆さんの意識を高

めるというようなことから進めていこうかと

いう取り組みを進めているところでございま

す。

○議長（川野敏夫君） 湯浅礼子さん。

○１番（湯浅礼子君） それと昔はよく、宴

会が終わりましたら二次会に行くのに、私た

ちは余ったものをパックに入れて、それを

そっくり二次会にということをやっていたの

ですが、今すごくうるさくて、お持ち帰りは

だめですよという部分なのですが、これの手

当てで、もうちょっと何かいい方法はないの

かなという思いがするのですけれども、この

部分はいかがでしょうか。

○議長（川野敏夫君） 平間産業課長。

○産業課長（平間靖人君） 宴会の後の持ち

帰りにつきましては、やはり事業所のほうの

立場といたしましては、特に夏の期間につき

ましては食中毒等がありますので、やはり自

己責任ということになるのかもしれませんけ

れども、基本的にはそれは認められることで

はないのかなと、そんなふうに思っておりま

す。

○議長（川野敏夫君） 湯浅礼子さん。

○１番（湯浅礼子君） 鹿肉料理で、初めて

私鹿肉をごちそうになったときに、ある御婦

人が本当はお父さんも一緒に来たかったので

すがちょっと用事で来れなかった、残念、残

念と言って、その奥さんがちょっとでも御主

人に持っていきたいなという思いがあったと

聞いたのですけれども、そのときに、お断り

されたのですよね。

例えばそういう場合は、お家に帰っておみ

やげだよと言っても、そんな２時間も３時間

もその食品を放ったらかしにするということ

はあり得ないし、もう御主人も食べたかった

のだけれども、用事で来れなかったという特

殊な事情の場合、こういう場合何とか臨機応

変にもうちょっとしていただけたらなという

部分も感じるのですが、いかがでしょうか。

○議長（川野敏夫君） 湯浅議員に申し上げ

ますけれども、行政の事務取り扱いに関する

質問ということで、直接事業者に関する質問

はちょっと答えづらいと思います。今、産業

課長が手を挙がりかけましたので、わかって

いる範囲で答えていただきます。

平間産業課長。

○産業課長（平間靖人君） やはり繰り返し

になりますけれども、どういったケースであ

れ、事業者の立場といたしましては、そう

いったことを認めることにはならないのかな

と、そのように思います。

○議長（川野敏夫君） 湯浅礼子さん。

○１番（湯浅礼子君） 今、指摘がございま

したので、進んでいきたいと思います。

３点目なのですが、防災士の育成というこ

とで、これは無料の受講料の部分があるとい

う、これのＰＲというのはどのようにされて

おりますでしょうか。

○議長（川野敏夫君） 渡部総務課長。

○総務課長（渡部一幸君） 今のところ広報

での部分の掲載ということで、今まではやっ

てきております。一般的でない部分もござい

ますので、今後もいろいろな機会で、こうい

うものがありますよというふうなお知らせは

していきたいというふうに思っております。

○議長（川野敏夫君） 湯浅礼子さん。

○１番（湯浅礼子君） この防災士に関しま

しては、平成２７年度の１０月末現在で全国

で９万９,０７７人というふうに私把握して

いるのですが、本当にこれまだまだＰＲをし

て、ことし歌志内ではいろいろさまざま災害

がございましたし、この防災士の育成につい

ては力を入れていかなければならないなとい

う部分を感ずるものですから、今回したので

すけれども、私、気がついて広報を見たとき

には大分時期がずれてまして、留萌で何日あ

りますよという部分だけで終わってしまった
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ものですから、年間早い時期にこれとこれが

ありますよということと、また近くになって

からというふうな重層的なＰＲも必要ではな

いかなと思うのですが、いかがでしょうか。

○議長（川野敏夫君） 渡部総務課長。

○総務課長（渡部一幸君） 議員おっしゃる

とおりだと思います。また、情報も私どもで

入手するのが若干おくれた部分もございます

ので、この辺、北海道のほうでいろいろ日程

を決めている部分がございますので、その辺

は入手次第お知らせしていきたいと思いま

す。

大体毎年、年４回実施しておりまして、こ

れは先ほど申し上げましたように防災士とは

違います、北海道地域防災マスターという、

防災士とは違うものでございますので、違い

ましても求める中身については同じことでご

ざいますので、うちとしては、今のところ無

料のほうの防災マスターですか、こちらのほ

うの人員をふやしていきたいというふうに考

えております。

○議長（川野敏夫君） 湯浅礼子さん。

○１番（湯浅礼子君） そうですか、すみま

せん、ちょっと認識不足で、防災マスター制

度というのは防災士の育成とはまた違うとい

うことですね。そうしたら、これは資格的に

は上下とこれはどんなふうになっているので

すか。

○議長（川野敏夫君） 渡部総務課長。

○総務課長（渡部一幸君） 資格の上下とい

うのは特にないというふうに私どもは考えて

おります。ただ、講習の時間ですか、防災士

については２日間でございますし、こちらの

地域防災マスター認定のほうについては１日

と。また、防災士のほうについては試験がご

ざいますね。こちらの防災マスターのほうに

ついては受講すればマスターに認定になると

いうふうな違いがございます。

以上でございます。

○議長（川野敏夫君） 湯浅礼子さん。

○１番（湯浅礼子君） 今後この防災士、そ

れから防災マスターの制度を受けらせて人数

をふやしていくべきだと思うのですが、

ちょっときちっとした把握数が出ていないと

いうことで、目標としては今後歌志内市、今

回災害がございましたので、町内的にどれぐ

らいとかという、そういう目標設定はされて

いるのでしょうか。

○議長（川野敏夫君） 渡部総務課長。

○総務課長（渡部一幸君） 目標設定は今の

ところしておりませんけれども、考え方とい

たしましては、そういう方々が各地域にい

らっしゃって、そういう知識を持っている方

がいて、そのときの災害発生時ですとか、平

時においてそういった防災に関してのリー

ダーとなっていただければ、私たちのやって

いる業務もいろいろ浸透していくというふう

に思いますので、行政がやるもの、民間がや

るものというふうな協働でそういったものを

やっていけば、防災、減災につながっていき

ますので、できれば各地域に数名程度配置と

言いますか、なっていただければというふう

に考えております。

○議長（川野敏夫君） 湯浅礼子さん。

○１番（湯浅礼子君） そうしたら、町内会

長さんが取っていただくというのも一つの大

きな目標ではないかなと思うのですが、いか

がでしょうか。

○議長（川野敏夫君） 渡部総務課長。

○総務課長（渡部一幸君） 議員おっしゃる

ところも一つでございますし、そういった地

域のリーダーとしてそういった防災について

やっていくという意思を持った方、こういう

方をぜひその町内の中でも発掘していただい

て、ぜひこういった制度を利用して、知識の

まず習得ということがメインでございますの

で、まずそういうことを知識を習得していた

だいて、そういうのをまた地域に広げていっ

ていただくと、そういうようなことが非常に

大事だというふうに考えております。

ただ、こういった資格を取って、それで終

わりということでは、なかなかもったいない

ものがございますので、そういった意思を

持ってやっていただければというふうに思い
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ます。

○議長（川野敏夫君） 湯浅礼子さん。

○１番（湯浅礼子君） では、行政としては

助成の部分は考えていないと。金額的に講習

を受けてきちっとした防災士のほうの部分は

考えていないということですね。

○議長（川野敏夫君） 渡部総務課長。

○総務課長（渡部一幸君） 現時点では、先

ほどの北海道の認定事業であります防災マス

ター制度、これの認定者をふやしていって、

また、その中でいろいろ御意見をお伺いし

て、また、さらにそういった防災士の部分と

いう部分の話が大きくなってくれば、そう

いった助成制度も考えていきたいというふう

には考えております。

○議長（川野敏夫君） 湯浅礼子さん。

○１番（湯浅礼子君） それで学生の部分

で、私、中学生の方がという部分を出したの

ですが、今、ちょっとこれは難しいという御

答弁でございましたが、中学校、小学校にお

いて、こういう防災士の部分のそういう取り

組みというのは時間がないからできないとい

う部分でしょうか。

○議長（川野敏夫君） 虻川教育次長。

○教育次長（虻川善智君） 学校現場への防

災士の配置ということにつきましては、全国

では防災士の資格を持った教員を養成した

り、児童生徒の生命や安全を守り、また、防

災意識の啓発を行うということで進められて

いる経緯もございます。北海道におきまして

は、これらについてはまだ進められてないと

いうふうに考えております。まだ防災におけ

る取り組みにつきましては、教職員が防災士

の資格を取るということよりは、現在行われ

ております学校での避難訓練を初め、防災教

育としてどのようなことができるのかという

ことと、また、北海道等が推奨している防災

教育の教材等があるようですので、それらを

活用した取り組みというのも研究していくと

いうことも有効ではないかなというふうに考

えております。

○議長（川野敏夫君） 湯浅礼子さん。

○１番（湯浅礼子君） あと教育のほうで教

師の方１名ぐらいいても中学校、小学校とい

う思いがあるのですが、ここの部分はいかが

でしょうか。

○議長（川野敏夫君） 森塚教育長。

○教育長（森塚勝敏君） 本来学校におきま

しては、校長並びに教頭が防火管理者の資格

を有しなければならないというようなことに

なっております。それで、一般的には一般教

員につきましては、例えば日赤の救急員の指

導員を取りなさいとか、あるいは消防の方が

来られて常に研修をするとか、そういうよう

なことを行って、やはり学校の中で誰かが核

になって導いていくというようなシステムが

一番よろしいかと思います。

それで、非常にこのごろ災害が多くなりま

して、特に東北大震災のときに大川小学校の

要するに判断ミスが非常に問題になって、や

はり学校の中で的確に災害に対して対応でき

る教員等も、ふやしていかなければならない

というのは事実でありまして、やはり将来的

に防災士の資格を持った人間が学校の中に配

置されるというようなことが、道教委等が示

していただければずっと浸透していくのでは

ないかなというふうに考えております。非常

にこの部分については、大事なことだという

ふうに認識しております。

○議長（川野敏夫君） 湯浅礼子さん。

○１番（湯浅礼子君） 今、教育長から心強

い御答弁がございました。ぜひ、そういう面

でまた歌志内市の町内会に各地域で、この防

災士の方が誕生して自治体も、それから市民

の皆様もこの防災士の資格を取っている人が

たくさんいるんだよということで、何か形が

見えてくるのではないかなと思いますので、

本当に取りやすい方向性で助成の部分も考え

ていただきたいと思います。

以上で、私の今回の質問を終わらせていた

だきます。ありがとうございました。

○議長（川野敏夫君） 湯浅礼子さんの質問

を打ち切ります。
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意見書案第２４号から意見書案第２７号まで

○議長（川野敏夫君） 日程第４ 意見書案

第２４号から日程第７ 意見書案第２７号ま

でを一括議題といたします。

提案理由の説明を求めます。

湯浅礼子さん。

○１番（湯浅礼子君） －登壇－

意見書案第２４号ヒートポンプ給湯器の低

周波音による健康被害の対策向上に係る意見

書（案）、意見書案第２５号ホームドアの設

置と「内方線付き点状ブロック」の整備促進

を求める意見書（案）、意見書案第２６号安

心な社会保障と強い地域経済を構築するため

の地方財政措置を求める意見書（案）、意見

書案第２７号「米政策改革」に対する稲作農

家の不安を払拭し経営の安定と担い手経営の

再生産の確保を求める意見書（案）、以上４

件の議案について、歌志内市議会会議規則第

１３条の規定により、別紙のとおり提出いた

します。

本意見書（案）につきましては、お手元に

配付しております内容により、関係機関に提

出するものです。内容の趣旨説明については

読み上げを省略いたしますが、地方自治法第

９９条の規定により意見書を提出いたします

ので、議決くださいますようよろしくお願い

申し上げます。

以上です。

──────────────────────

（以下は、朗読を経ないが掲載する。）

ヒートポンプ給湯器の低周波音によ

る健康被害の対策向上に係る意見書

（案）

低周波音による苦情相談が年々増える中、

消費者庁の消費者安全調査委員会により、

ヒートポンプ給湯器と健康症状の関連性につ

いて調査が実施されその結果が報告書として

まとめられました。ここで低周波音による健

康被害には個人差があるものの、不眠、倦怠

感、頭痛、吐き気、イライラ、集中力低下な

どのさまざまな症状が発症している事実が公

になりました。

その後、消費者庁では低周波リスク低減の

ための対策を講じるように関係省庁に協力を

求め、これを受けて経済産業省では“ヒート

ポンプ給湯器の据え付けガイドブック”を作

成し、日本冷凍空調工業会の協力のもと会員

各社等への周知を図りました。しかし、この

ガイドブックの内容が設置事業者等に届いて

いない現状があり、消費者は低周波音のリス

クに曝されている状況にあります。また行政

の相談窓口においては、その認識不足から低

周波音による健康被害相談の申し出を断る

ケースも見受けられます。

現在、ヒートポンプ給湯器は夜間電力の有

効活用と温室効果ガスの削減においても広く

世間で活用されている機器であり、ガイド

ブックに沿った安全かつ適切な設置を確実に

進め、消費者の低周波音による健康被害を未

然に防ぐことが重要であります。さらに、低

周波音により身体的・精神的な苦痛を味わっ

ている方々に対して、丁寧な対応と共にその

人体への影響についても解明が求められてい

ます。よって、国においては次の事項につい

て適切に取り組みを進められるよう強く要望

致します。

記

一、国は低周波音による消費者被害の未然防

止策として関係業界団体等との連携を密に、

住宅業者や設置事業者への「ヒートポンプ給

湯器の据え付けガイドブック」の周知徹底を

図ること。

一、消費者安全調査委員会の意見を踏まえ、

都道府県単位で専門窓口を設置し、国、都道

府県・市町村相互の連携を強化し、被害者を

孤立させない体制を整えること。

一、低周波音による人体への影響について、

欧州など諸外国の科学的知見の収集に努める

と同時に、それら等を駆使して一層の解明に

向けた研究を促進すること。

以上、地方自治法第９９条の規定により意

見書を提出いたします。

平成２８年１２月１５日
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北海道歌志内市議会

提 出 先

内閣総理大臣、総務大臣、国土交通大臣、

厚生労働大臣、環境大臣、経済産業大臣

────

（以下は、朗読を経ないが掲載する。）

ホームドアの設置と「内方線付き点

状ブロック」の整備促進を求める意

見書（案）

本年８月、東京メトロ銀座線青山一丁目駅

で、盲導犬を連れていた視覚障がい者の男性

がホームから転落し死亡するという大変痛ま

しい事故があった。またその対策に動き出し

ていた矢先、１０月には、近鉄大阪線河内国

分駅で、全盲の男性がホームから転落し特急

電車にはねられ亡くなるという事案が発生し

た。

現在、１日に１０万人以上の乗降客がある

全国２５１駅のうちホームドアが設置されて

いる駅は７７駅に止まっている。また平成２

８年３月末現在、全国約９５００駅のうち

ホームドアの整備が完了しているのは６６５

駅である。駅の安全対策の観点からも列車と

の接触や転落防止に効果が高いホームドアや

転落防止柵の設置は急務である。

また、ホームドア等が設置されるまでの対

策として、視覚障がい者がホームの内側を判

別できる「内方線付き点状ブロック」の整備

も重要である。

現在、１日の利用者が１万人以上の駅での

整備率は６３％であるが、ぜひ全駅において

整備を進めるべきである。

よって政府においては、視覚障がい者をは

じめ駅利用者が安心して駅ホームを利用でき

るよう、ハード、ソフト両面における総合的

な転落事故防止対策の検討を急ぐとともに、

駅ホームのさらなる安全性向上に向け、下記

の事項について取り組むことを強く求める。

記

１.ホームドアの設置にあたっては、全ての

鉄道駅ホームの危険箇所の実態調査を速やか

に行うこと。とりわけ、転落の危険性が高い

駅については、現在計画中の駅とあわせて、

速やかな設置を実現すること。

２.「内方線付き点状ブロック」の整備につ

いては、全駅での整備を促進すること。

３.ソフト面の対応として、希望者への駅係

員のアテンドや、一般旅客に対する誘導案

内、さらには視覚障がい者への積極的な声か

け等事故を未然に防ぐ対策を強化すること。

以上、地方自治法第９９条の規定により意

見書を提出いたします。

平成２８年１２月１５日

北海道歌志内市議会

提 出 先

内閣総理大臣、国土交通大臣

────

（以下は、朗読を経ないが掲載する。）

安心な社会保障と強い地域経済を構

築するための地方財政措置を求める

意見書（案）

政府は、日本が世界に誇る社会保障の充

実・安定化とそのための安定財源の確保、及

び財政健全化の同時達成を目指し、社会保障

と税の一体改革を進めて来ました。しかしな

がら今般、世界経済が直面するリスクを関係

諸国が一体となって回避するために、医療や

介護などを支える消費税率の１０％への引き

上げが、平成３１年１０月まで再延期される

ことになりました。

他方で、２０１２年には約１５００万人

だった７５歳以上の高齢者数は、２０１５年

には約１７００万人、そして２０２５年には

約２２００万人と推計されており、このよう

に急激に進行する高齢化への対策は確実に進

めることが必要です。また、日本は、本格的

な人口減少の時代に突入し、２０１５年の人

口減少幅が約２７万人と過去最大となりまし

た。まさに、高齢化対策も少子化対策も待っ

たなしであります。

さらに、これらの施策を支える安定財源を

確保するための日本経済の底上げも正念場で

あり、ＧＤＰと雇用の約７割を占める“地域

経済圏”の活性化が求められています。今こ
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そ、地域資源や地域の特色に着目した、農林

水産業の６次産業化や、魅力ある観光産業の

開発など、産・学・金・官の連携による地域

産業の創造と、地方への移住促進や小さな拠

点、生涯活躍のまちづくりなど、将来にわ

たって活気ある地域づくりを本格的に推進す

べき時であると考えます。

そこで政府においては、すべての国民が等

しく住み慣れた地域で安心して暮らし続けら

れるように、安心な社会保障と強い地域経済

を構築するための地方財政措置を適切に講じ

られることを強く求め、以下の事項について

要望を致します。

記

一、消費税率の引き上げ延期による地方にお

ける社会保障の充実施策の実施に、支障が生

じることのないよう、所要の財源を確保する

こと。特に、要望の強い保育の受け皿整備に

係る財源については、地方負担分も含めて国

の責任において適切に財源措置を講じるこ

と。

一、人材確保が喫緊の課題になっている保育

士・介護職員などの処遇改善など「一億総活

躍プラン」関連施策の実施についても、地方

負担分も含めて国の責任において適切に財源

措置を講じること。

一、人口減少社会への対応という中長期的な

課題に取り組む地方自治体をサポートし、地

域の実情に応じて自主性・主体性を発揮し、

地方創生を推進することができるよう、１兆

円の「まち・ひと・しごと創生事業費」を中

期的に継続すること。また、地方創生推進交

付金についても、安定的かつ継続的に所要の

財源を確保すること。

一、地方自治体が提供する社会保障の充実策

をはじめ、福祉、学校教育、消防、道路や河

川等の社会基盤の整備など、国民生活に密接

に関連する多くの行政サービスを確実に実施

するためには、地方一般財源の確保が不可欠

であり、特に地方交付税総額については確実

に確保すること。

以上、地方自治法第９９条の規定により意

見書を提出いたします。

平成２８年１２月１５日

北海道歌志内市議会

提 出 先

内閣総理大臣、財務大臣、総務大臣、内閣

府特命担当大臣

────

（以下は、朗読を経ないが掲載する。）

「米政策改革」に対する稲作農家の

不安を払拭し経営の安定と担い手経営

の再生産の確保を求める意見書（案）

国は、「米政策改革」において、平成３０

年産を目途に、行政による生産数量目標の配

分に頼らずとも、国が策定する需要見通しを

踏まえつつ生産者や集荷業者・団体が中心と

なって円滑に需要に応じた生産が行われる状

況になるよう米政策の見通しに取り組んでい

ます。

全国においては、米政策改革大綱以降、行

政・農協系統団体、集荷団体等が連携して需

給調整の取り組みを推進し、平成２７年産で

は、生産数量目標の配分を開始して以来、初

めて過剰作付が解消されるなど、需要に応じ

た生産についての理解が浸透してきていま

す。

一方で、生産数量目標の配分が無くなれ

ば、各産地で主体的に需給調整を行っても、

過剰県が生産を増大させ、生産過剰となり米

価下落の影響が出る等の不安もあることか

ら、以下、米の需給及び価格の安定と農業の

持続的発展に寄与する政策の確立を求めま

す。

記

１.生産者の不安を払拭し、地域における円

滑な生産調整を推進するための措置として、

産地交付金を含む水田の直接支払交付金につ

いては、戦略作物などへの支援を明確に位置

づけ、将来に向けた継続的な支援とするこ

と。

２.収入減少影響緩和交付金（ナラシ）の着

実な実施とともに、現在検討を行っている収

入保険の導入により、担い手経営の安定対策
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を構築すること。

３.日本型直接支払など水田農業の持続的発

展に資するための各種施策の充実強化を図る

こと。

以上、地方自治法第９９条の規定により意

見書を提出いたします。

平成２８年１２月１５日

北海道歌志内市議会

提 出 先

内閣総理大臣、農林水産大臣、財務大臣

──────────────────────

○議長（川野敏夫君） 意見書案第２４号

ヒートポンプ給湯器の低周波音による健康被

害の対策向上に係る意見書（案）について

は、質疑及び討論を省略し、直ちに採決した

いと思いますが、これに御異議ありません

か。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（川野敏夫君） 御異議なしと認めま

す。

本件は、質疑及び討論を省略し、直ちに採

決することに決しました。

これより、意見書案第２４号について採決

をいたします。

ただいまの意見書案については、原案のと

おり可決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（川野敏夫君） 御異議なしと認めま

す。

したがって、意見書案第２４号は、原案の

とおり可決されました。

意見書案第２５号ホームドアの設置と「内

方線付き点状ブロック」の整備促進を求める

意見書（案）については、質疑及び討論を省

略し、直ちに採決したいと思いますが、これ

に御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（川野敏夫君） 御異議なしと認めま

す。

本件は、質疑及び討論を省略し、直ちに採

決することに決しました。

これより、意見書案第２５号について採決

をいたします。

ただいまの意見書案については、原案のと

おり可決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（川野敏夫君） 御異議なしと認めま

す。

したがって、意見書案第２５号は、原案の

とおり可決されました。

意見書案第２６号安心な社会保障と強い地

域経済を構築するための地方財政措置を求め

る意見書（案）については、質疑及び討論を

省略し、直ちに採決したいと思いますが、こ

れに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（川野敏夫君） 御異議なしと認めま

す。

本件は、質疑及び討論を省略し、直ちに採

決することに決しました。

これより、意見書案第２６号について採決

をいたします。

ただいまの意見書案については、原案のと

おり可決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（川野敏夫君） 御異議なしと認めま

す。

したがって、意見書案第２６号は、原案の

とおり可決されました。

意見書案第２７号「米政策改革」に対する

稲作農家の不安を払拭し経営の安定と担い手

経営の再生産の確保を求める意見書（案）に

ついては、質疑及び討論を省略し、直ちに採

決したいと思いますが、これに御異議ありま

せんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（川野敏夫君） 御異議なしと認めま

す。

本件は、質疑及び討論を省略し、直ちに採

決することに決しました。

これより、意見書案第２７号について採決

をいたします。

ただいまの意見書案については、原案のと

おり可決することに御異議ありませんか。
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（川野敏夫君） 御異議なしと認めま

す。

したがって、意見書案第２７号は、原案の

とおり可決されました。

意見書案第２８号から意見書案第２９号まで

○議長（川野敏夫君） 日程第８ 意見書案

第２８号から日程第９ 意見書案第２９号ま

でを一括議題といたします。

提案理由の説明を求めます。

女鹿聡さん。

○７番（女鹿聡君） －登壇－

意見書案第２８号過労死防止の抜本対策と

労働基準法「改正」に反対する意見書

（案）、意見書案第２９号年金支給額抑制に

反対し最低保障機能の拡充を求める意見書

（案）、以上２件の議案について、歌志内市

議会会議規則第１３条の規定により、別紙の

とおり提出いたします。

本意見書（案）につきましては、お手元に

配付しております内容により、関係機関に提

出するものです。内容の趣旨説明については

読み上げを省略いたしますが、地方自治法第

９９条の規定により意見書を提出しますの

で、議決くださいますよう、よろしくお願い

申し上げます。

以上です。

──────────────────────

（以下は、朗読を経ないが掲載する。）

過労死防止の抜本対策と労働基準法

「改正」に反対する意見書（案）

大手広告代理店の女性社員が自殺、長時間

労働が原因と認定された問題で、東京労働局

の「過重労働撲滅特別対策班」などが調査を

開始しました。

女性社員の働かされ方は異常の一言につき

ます。連日深夜までの残業が続き、休日返上

でも間に合わない状態で、うつ病と診断され

る直前の残業時間は月１３０時間だったとみ

られています。

残業時間の上限は大臣告示で月４５時間。

労働基準法第３６条に基づく電通（労使）の

「三六協定」の特別条項では月７０時間。明

らかに労基法違反なのに、政府は電通を、時

間短縮の優良企業として認定していました。

政府が今年初めて発表した「過労死対策白

書」は、仕事が一因となった自殺は年間２０

００人を超すと指摘。背景には、労災認定の

目安で「過労死ライン」といわれる月８０時

間を超えて社員（正社員）が働かされている

企業が２割を超えるという実態があります。

こうした姿勢を改めさせ、後を絶たない過労

死・過労死自殺を根絶する抜本対策として、

残業代の上限を法律で明記し、企業に守らせ

ることが必要です。

「働き方改革」というのなら、少なくとも

現行の「労働法規」を守らせることをはじ

め、労働時間規制の適用を除外する労働者の

対象を拡大する労働基準法「改正」案はいま

すぐ撤回し、「残業は年３６０時間以内」と

いう大臣告示の法制化をするとともに、残業

時間の大幅短縮をするなど、命と健康をこわ

す長時間労働をなくす対策を優先するよう要

請いたします。

以上、地方自治法第９９条の規定により意

見書を提出いたします。

平成２８年１２月１５日

北海道歌志内市議会

提 出 先

衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、

財務大臣、厚生労働大臣、経済産業大臣、社

会保障・税一体改革担当大臣

────

（以下は、朗読を経ないが掲載する。）

年金支給額抑制に反対し最低保障機能

の拡充を求める意見書（案）

国の年金制度は２０１３～２０１５年度

に、「特例水準の解消」という名目で計２.

５％削減されました。２０１５年度には、

０.９％削減をするマクロ経済スライドが初

めて実施され、この４年間で公的年金はマイ

ナス３.４％という大幅な目減りとなってい
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ます。

消費税増税と「アベノミクス」で物価をつ

り上げながら、年金は減り続けるという悪循

環から、高齢者・国民の家計は火の車です。

地域経済の落ち込みや消費不振の原因にも

なっています。

政府・厚生労働省が持ち出している、新た

な年金制度は、物価がいくら上がっても、現

役世代の賃金がマイナスになれば、年金を下

げるという法案の中身です。

政府は２０１９年に、消費税を上げようと

していますが、消費税増税で物価が上がって

も賃金が下がれば、年金は下がります。これ

では、増税による物価上昇は反映されなくな

る上、実質賃金の低下でさらに年金が下がる

というダブルパンチです。

政府は賃金を上げるといいますが、そうで

あれば賃金が下がることに合わせた「年金改

革」の必要はありません。

いま、“貧しい年金”をさらに削る政治が

続くなか、「下流老人」「老後破産」などと

いう言葉がメディアをにぎわせ、“高齢者の

貧困”が深刻な社会問題となっています。

老後の生活保障の土台を壊し、地域経済を

疲弊させる年金制度「改正」は撤回し、国民

の家計を立て直し、将来不安を解消するため

に、“際限なき年金消滅”にストップをか

け、年金の増額・充実をはかることを強く求

めるものです。

以上、地方自治法第９９条の規定により意

見書を提出いたします。

平成２８年１２月１５日

北海道歌志内市議会

提 出 先

衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、

財務大臣、厚生労働大臣、社会保障・税一体

改革担当大臣

──────────────────────

○議長（川野敏夫君） 意見書案第２８号過

労死防止の抜本対策と労働基準法「改正」に

反対する意見書（案）について、質疑に入り

ます。質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（川野敏夫君） 質疑なしと認め、質

疑を終わります。

これより、討論に入ります。討論ありませ

んか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（川野敏夫君） 討論なしと認め、討

論を終わります。

これより、意見書案第２８号について、起

立により採決をいたします。

ただいまの意見書案に賛成する議員の起立

を求めます。

（賛成者起立）

○議長（川野敏夫君） 起立多数でありま

す。

したがって、意見書案第２８号は、原案の

とおり可決されました。

意見書案第２９号年金支給額抑制に反対し

最低保障機能の拡充を求める意見書（案）に

ついては、質疑及び討論を省略し、直ちに採

決したいと思いますが、これに御異議ありま

せんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（川野敏夫君） 御異議なしと認めま

す。

本件は、質疑及び討論を省略し、直ちに採

決することに決しました。

これより、意見書案第２９号について採決

をいたします。

ただいまの意見書案については、原案のと

おり可決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（川野敏夫君） 御異議なしと認めま

す。

したがって、意見書案第２９号は、原案の

とおり可決されました。

意見書案第３０号から意見書案第３２号まで

○議長（川野敏夫君） 日程第１０ 意見書

案第３０号から日程第１２ 意見書案第３２

号までを一括議題といたします。
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提案理由の説明を求めます。

本田加津子さん。

○６番（本田加津子君） －登壇－

意見書案第３０号地方議会議員の厚生年金

への加入を求める意見書（案）、意見書案第

３１号国による子ども医療費無料制度の創設

を求める意見書（案）、意見書案第３２号

「高額医療費」「後期高齢者の窓口負担」の

見直しにあたり、現行制度の継続を求める意

見書（案）。

以上、３件の議案について、歌志内市議会

会議規則第１３条の規定により、別紙のとお

り提出いたします。

本意見書（案）につきましては、お手元に

配付しております内容により、関係機関に提

出するものです。内容の趣旨説明につきまし

ては読み上げを省略いたしますが、地方自治

法第９９条の規定により意見書を提出いたし

ますので、議決くださいますよう、よろしく

お願い申し上げます。

以上です。

──────────────────────

（以下は、朗読を経ないが掲載する。）

地方議会議員の厚生年金への加入を求め

る意見書（案）

地方創生が、我が国の将来にとって重要な

政治課題となり、その実現に向け大きな責任

を有する地方議会の果たすべき役割は、ます

ます重要となっている。

このような状況の中、地方議会議員は、こ

れまで以上に地方行政の広範かつ専門的な諸

課題について住民の意向をくみとり、的確に

執行機関の監視や政策提言等を行うことが求

められている。

また、地方議会議員は、議会活動のほか地

域における住民ニーズの把握等様々な議員活

動を行っており、近年においては、都市部を

中心に専業化が進んでいる状況にある。

一方で、統一地方選挙の結果をみると、投

票率が低下傾向にあるとともに無投票当選者

の割合が高くなるなど、住民の関心の低さや

地方議会議員のなり手不足が深刻な問題と

なっている。

よって、国民の幅広い層からの政治参加や

地方議会における人材確保の観点から、地方

議会議員の厚生年金加入のための法整備を早

急に実現するよう強く要望する。

以上、地方自治法第９９条の規定により意

見書を提出いたします。

平成２８年１２月１５日

北海道歌志内市議会

提 出 先

衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、

内閣官房長官、総務大臣、財務大臣、厚生労

働大臣

────

（以下は、朗読を経ないが掲載する。）

国による子ども医療費無料制度の創

設を求める意見書（案）

わが国の合計特殊出生率は１.４６（２０

１５年）で、人口を維持するのに必要な合計

特殊出生率２.０８への回復は、依然として

困難である。

また、２０１５年４月１日現在の子どもの

数（１５歳未満の推計人口）は３５年連続の

減少で、総人口に占める子どもの割合は４２

年連続の低下となる１２.６％で世界最低水

準値である。

少子化の進行は、人口構造の高齢化や将来

の生産年齢人口の減少にもつながり、子ども

の健全な成長への影響のみならず、社会経済

や社会保障のあり方にも重大な影響を及ぼす

ことが懸念される。

こうしたことから、子育て家庭の経済的負

担を軽減する措置が少子化対策の重要施策と

なっており、本道をはじめとするすべての都

道府県及び市区町村において、乳幼児・児童

医療費助成制度が実施されている。

しかしながら、市町村の制度内容の格差が

年々拡大している状況である。

児童期までの年代は、病気に罹りやすく、

また、アトピー性皮膚炎、小児喘息など長期

の療養を要する病気も増加しており、病気の

早期発見と早期治療、治療の継続を確保する
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上で、医療費助成制度は極めて重要な役割を

担っている。さらに、厚生労働省が推進する

「８０２０」運動の達成のためには、永久歯

が完成する中学校時期までの口腔管理の充実

を図るためにも同制度の果たす役割は大きく

なっている。

このような地方公共団体の施策を一層充実

させ、子どもを安心して産み、育てることの

できる社会の実現をめざすには、地方制度の

安定化が必要であり、そのためには国による

支援が不可欠である。

よって、政府は、中学卒業までをめざし、

当面、就学前まで「国による子ども医療費無

料制度」を早期に創設するよう強く要望す

る。

以上、地方自治法第９９条の規定により意

見書を提出いたします。

平成２８年１２月１５日

北海道歌志内市議会

提 出 先

内閣総理大臣、財務大臣、厚生労働大臣、

総務大臣

────

（以下は、朗読を経ないが掲載する。）

「高額療養費」「後期高齢者の窓口

負担」の見直しにあたり、現行制度

の継続を求める意見書（案）

経済的な理由で必要な受診ができない方が

増えている。

全国保険医団体連合会が全国の保険医会・

協会を通じて会員医療機関を対象に行った調

査では、４１％の会員医療機関が、経済的な

理由による患者さんの治療中断を経験してい

る。さらに、４３％が医療費負担を理由に治

療や検査を断られたことがあると答えてい

る。（「２０１５年受診実態調査」）。

現在、厚労省の社会保障制度審議会医療保

険部会では、「高額療養費」「後期高齢者の

窓口負担」の見直しについて、検討を行って

いる。

審議では、高額医療費について、７０歳以

上の自己負担の月額上限の引き上げ、後期高

齢者の医療費窓口負担を原則１割から２割に

引き上げるなど、さらなる患者負担増が提案

されている。

高額療養費の「外来特例」によって、複数

の慢性疾患を抱えながらも、何とか通院しな

がら生活を続けている患者さんがいる。ま

た、先の「２０１５年受診実態調査」の全国

集計では、回答した医療機関の７３％が、後

期高齢者の患者窓口負担の原則２割引き上げ

は、「受診抑制につながる」と回答してい

る。

さらなる負担増は、年金収入も減っている

なかで、治療が長期にわたる高齢者の生活を

圧迫し、必要な医療が受けられない事態が深

刻化する。

上記のような高齢者の実情に配慮し、さら

なる患者負担増で受診抑制がおきないよう

に、現行の高額療養費制度、後期高齢者の窓

口負担の継続を求める。

以上、地方自治法第９９条の規定により意

見書を提出いたします。

平成２８年１２月１５日

北海道歌志内市議会

提 出 先

内閣総理大臣、財務大臣、厚生労働大臣、

総務大臣

──────────────────────

○議長（川野敏夫君） 意見書案第３０号地

方議会議員の厚生年金への加入を求める意見

書（案）については、質疑及び討論を省略

し、直ちに採決したいと思いますが、これに

御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（川野敏夫君） 御異議なしと認めま

す。

本件は、質疑及び討論を省略し、直ちに採

決することに決しました。

これより、意見書案第３０号について採決

をいたします。

ただいまの意見書案については、原案のと

おり可決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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○議長（川野敏夫君） 御異議なしと認めま

す。

したがって、意見書案第３０号は、原案の

とおり可決されました。

意見書案第３１号国による子ども医療費無

料制度の創設を求める意見書案について、質

疑に入ります。質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（川野敏夫君） 質疑なしと認め、質

疑を終わります。

これより、討論に入ります。討論ありませ

んか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（川野敏夫君） 討論なしと認め、討

論を終わります。

これより、意見書案第３１号について、起

立により採決をいたします。

ただいまの意見書案に賛成する議員の起立

を求めます。

（賛成者起立）

○議長（川野敏夫君） 起立多数でありま

す。

したがって、意見書案第３１号は、原案の

とおり可決されました。

意見書案第３２号「高額療養費」「後期高

齢者の窓口負担」の見直しにあたり、現行制

度の継続を求める意見書（案）については、

質疑及び討論を省略し、直ちに採決したいと

思いますが、これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（川野敏夫君） 御異議なしと認めま

す。

本件は、質疑及び討論を省略し、直ちに採

決することに決しました。

これより、意見書案第３２号について採決

をいたします。

ただいまの意見書案については、原案のと

おり可決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（川野敏夫君） 御異議なしと認めま

す。

したがって、意見書案第３２号は、原案の

とおり可決されました。

閉会中の継続審査の申し出について

○議長（川野敏夫君） 日程第１３ 閉会中

の継続審査の申し出についてであります。

各委員長より、委員会において審査中の事

件について、会議規則第１０６条の規定によ

り、お手元に配付のとおり、閉会中の継続審

査の申し出があります。

お諮りいたします。

各委員長からの申し出のとおり、閉会中の

継続審査に付することに御異議ありません

か。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（川野敏夫君） 御異議なしと認めま

す。

したがって、各委員長からの申し出のとお

り、閉会中の継続審査に付することに決定い

たしました。

閉 会 宣 告

○議長（川野敏夫君） これで、本日の日程

は全て終わりました。

以上をもって、今期定例会の会議に付議さ

れた事件は全て議了いたしました。

これをもちまして、平成２８年歌志内市議

会第４回定例会を閉会いたします。

（午前１１時５８分 閉会）

市 長 挨 拶

○議長（川野敏夫君） ここで、本年最後の

議会最終日に当たり、村上市長より御挨拶を

受けたいと思います。

村上市長、お願いいたします。

○市長（村上隆興君） －登壇－

本年最後の定例会の閉会に当たり御挨拶を

申し上げます。

本議会におきましては、各提出議案につい

て御審議いただきましたこと、また、平成２
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７年度各会計決算について御認定を賜りまし

たことにつきまして、深く感謝を申し上げま

す。

さて、日本の経済情勢は、雇用や所得環境

の改善傾向が続く中で、景気は緩やかな回復

基調が続いていると報道されております。

海外の政治の動き、経済の不確実性や金融

市場の変動による影響が懸念されるところで

ございますが、当面この状況が続くものと見

られております。

しかし、本市は、財源を地方交付税に大き

く依存する財政状況に変わりはなく、総務省

の平成２９年度予算概算要求に見ますと、地

方交付税の本来の役割となる財源調整機能と

財源確保機能を適切に発揮するため、地方団

体への交付ベースで１６兆円の要求としてお

りますが、前年度より４.４％の減額となっ

ており、今後もさらに減額となることが予想

されます。

本市におきましては、多くの皆様に御協力

をいただき限られた財源の有効活用を進め、

健全な実質公債費比率の維持や、財政運営基

金の積み立てを進めてまいりましたが、今後

は慎重に計画的にこの運用を図らなければな

らないものと考えております。

住民の皆様にとって真に必要とするサービ

スの実現に向け、事業の選択と集中をより徹

底させ、持続可能な財政構造の確立に努力し

てまいる所存でございますので、引き続き皆

様の御指導、御助力をよろしくお願いいたし

ます。

皆様の本年１年の御尽力に改めて感謝を申

し上げますとともに、新年を御健勝にて過ご

され、ゆっくりと英気を養っていただきます

よう、また、皆様のますますの御活躍を御祈

念申し上げ、お礼の御挨拶といたします。

本年はまことにありがとうございました。

○議長（川野敏夫君） ありがとうございま

した。

それでは、皆さん、一年間、大変御苦労さ

までした。
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